
シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるペき事項   

に係る組織や団体（社  （D福祉サービスに係る組織や  ○ 社会福祉法人制度   ・定義、役割、税制、実際   

…療法人．．特定非営利活  ・その他  

i人、市民団体、自治会  ○ 特定非営利活動法人制度  ・定義、役割、税制、実際  
聖解する。  ・その他  

の組織と経営に係る基  
○ その他の組織や団体   ・医療法人、公益法人、営利  

：理解する。  
法人、市民団休、自治会  

・その他  

の経営と管理運営につ   

に係る基礎理論   ○ 経営に関する基礎理論  

○ 管理運営に関する基礎理論  

○集団の力学に関する基礎理  
論  

○リーダーシップに関する基礎  

理論  

○ 理事会の役割  

○ 財源   ・自主財源、寄付金、補助金、  

介護報酬  

・その他  

○福祉サービス提供組織のコ  

ンブライアンスとガバナンス  

○ 福祉サービス提供組拉にお  ・社会福祉事業に従事する者  

ける人材の養成と確保   の確保に関する基本的な指針  

・その他   

福祉サービスl  

会福祉法人、医  

動法人、営利法  

など）について理  

福祉サービスの  

礎理論について  

福祉サービス  

いて理解する。   

シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

○ 福祉サービス提供組織の経  ・財務諸表の理解  

苦の実際   ・その他  

④福祉サービスの管理遷宮の  ○ 適切なサービス提供体制の  ・スーパービジョン体制  

方法と実際   確保   ・サービスマネジメント  

・チームアプローチ  

・苦情対応、リスクマネジメン  

トの方法  

・その他  

○ 働きやすい労働環境の整備  ■キャリアパス  

・OJTやOFF－JT  

・育児・介護休業  

・メンタルヘルス対策  

・その他  
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シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

・現代社会における社会保障制度の課  ①現代社会における社会保障  0 人口動態の変化、少子高齢  

題（少子高齢化と社会保障制度の関係  制度の課題（少子高齢化と社  化   

を含む。）について理解する。   会保障制度の関係を含む。）  0 労働環境の変化   ・男女共同参画   

・ワークライフバランス  
・社会保障の概念や対象及びその理念  

－その他  等について、その発達過程も含めて理  

解する。  
（∋社会保障の概念や対象及  

びその理念   ○ 社会保障の役割と意義  

・公的保険制度と民間保険制度の関係  ○ 社会保障の理念  
について理解する。  

○ 社会保障の対象  

・社会保障制度の体系と概要について  

理解する。  ③ 社会保障の財源と費用   ○ 社会保障の財源  

○ 社会保障給付費  
・年金保険制度及び医療保険制度の具  

体的内容について理解する。  
○ 国民負担率  

④ 社会保険と社会扶助の関係  ○ 社会保険の概念と範囲  

・諸外国における社会保障制度の概要  0 社会扶助の概念と範囲  
について理解する。  

⑤公的保険制度と民間保険制  

度の関係   険、民間介護保険  

・その他  

○ 年金保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

○ 介護保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 労災保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 雇用保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 社会福祉制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 生活保護制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 家族手当制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

（∋年金保険制度の具体的内  
容   

○厚生年金  

○各種共済組合の年金  

⑧医療保険制度の具体的内  

容   ○ 健康保険  

○ 各種共済組合の医療保険  



シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

・高齢者の生活実態とこれを取り巻〈社  G）高齢者の生活実態とこれを   ○ 高齢者の生活実態とこれを  

会情勢、福祉・介護需要（高齢者虐待  取り巻く社会情勢、福祉・介護   取り巻く社会情勢   

や地域移行、就労の実態を含む。）   需要（高齢者虐待や地域移行、   ○ 高齢者の福祉需要  ・高齢者虐待の実態、高齢者  
について理解する。   就労の実態を含む。）   の地域移行や就労の実態  

・その他  
・高齢者福祉制度の発展過程について  

理解する。  
○ 高齢者の介護需要  ・要介護高齢者の実態、認知  

症高齢者の実態   

・介護の概念や対象及びその理念等  ・その他  

について理解する。  ②高齢者福祉制度の発展過   ○ 高齢者福祉制度の発展過  

程  程   ・介護過程における介護の技法や介護  

予防の基本的考え方について理解す  
や対象  と範囲  

る。  

・終末期ケアの在り方（人間観や倫理  

を含む。）について理解する。  
護予防   ○ 介護予防の必要性  

○ 介護予防プランの実際  

・相談援助活動において－必要となる介  概要  

護保険制度や高齢者の福祉・介護に  
係る他の法制度について理解する。  

症ケア   ○ 認知症ケアの基本的考え方  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

（∋終末期ケア   ○ 終末期ケアの基本的考え方  

○終末期ケアにおける人間観  

と倫理  

○ 終末期ケアの実際  

（診 介護と住環境   ○ 介護のための住環境  

⑨ 介護保険法   ○ 介護保険法の概要   ・介護保険制度の目的、保険  

者と被保険者、保険料、要介  

護認定の仕組みとプロセス、  

居宅サービスの種類、施設  

サービスの種類、住宅改修の  

種類、地域支援事業、苦情処  

理、審査請求、介護保険制度  

の最近の動向  

・その他  

⑯ 介護報酬   ○ 介護報酬の概要   ・介護予防とリハビリテーション  

の推進  

・地域包括ケア、認知症ケアの  

確立  

1医療と介護の機能分担、連携  

強化  

・その他  

○ 国の役割  

○ 市町村の役割  

○ 都道府県の役割  

○ 指定サービス事業者の役割  



シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

○介護保険制度における公私  

の役割関係  

⑫介護保険法における専門職  

の役割と実際   ○ 訪問介護員の役割  

○ 介護随員の役割  

○福祉用具専門相談員の役  
割  

○介護相談員、認知症サボー  
ターの役割  

○介護認定審査会の委員、認  
定調査員の役割  

⑬介護保険法におけるネット  

ワーキングと実際   ・連携の実際  

・その他  

○サービス利用時における連  

携   ・連携の実際  

・その他  

⑭地域包括支援センターの役  

割と実際   総体系  

○地域包括支援センターの活  

動の実際   ・その他  

⑯ 老人福祉法   ○ 老人福祉法の概要   ・老人福祉法に基づく措置  

・その他  

○ 高齢者虐待の定義  

の養護者に対する支援等に関  
する法律（高齢者虐待防止法）   
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑰高齢者、障害者等の移動等  

の円滑化の促進に関する法律   

の概要  

○高齢者向け優良賃貸住宅、  

高齢者専用賃貸住宅  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

これを取り巻く社  （D障害者の生活実態とこれを  0 障害者の生活実態とこれを  

吾要（地域移行  

．）について理解  0 障害者の福祉・介護需要  ・障害者の福祉・介護需要の  

（地域移行や就労の実態を含  実態  

む。）   ・障害者の地域移行や就労の  
邑展過程について  実態  

・その他  

lて必要となる障  
（∋障害者福祉制度の発展過  ○ 障害者福祉制度の発展過  

程  害者の福祉・介  

二ついて理解す   ○ 障害者自立支援法の概要  ・障害者自立支援法の目的、  

障害程度区分判定の仕組みと  

プロセス、支給決定の仕組み  

とプロセス、財源、障害福祉  

サ≠ビスの種類、障害者支援  

施設の種類、補装具・住宅改  

修の種類、自立支援医療、地  

域生活支援事業、苦情解決、  

審査請求、障害者自立支援制  

度の最近の動向  

・その他   

障害者の生活実態と  

会情勢や福祉・介護需  

や就労の実態を含む。  

障害者福祉制度の発  

理解する。  

相談援助活動におい  

害者自立支援法や障  

護に係る他の法制度l  

る。  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

④障害者自立支援法における  

組織及び団体の役割と実際   

○ 都道府県の役割  

○ 指定サービス事業者の役割  

○国民健康保険団体連合会  

の役割  

○ 労働関係機関の役割   ・ハロ【ワーク  

・その他  

0 教育機関の役割   ■特別支援学校  

・その他  

○障害者自立支援制度におけ  

る公私の役割関係  

⑤障害者自立支援法における  

専門職の役割と実際   ○ サービス管理責任者の役割  

0 居宅介護従業者の役割  

⑥障害者自立支援法における  ○ 医療関係者との連携   ・連携の方法  

多職種連携、ネットワーキング   0 精神保健福祉士との連携   ・連携の実際  

と実際  ・その他  

○障害程度区分判定時におけ  

る連携  

○サービス利用時における連  

携  

○労1動関係機関関係者との連  

携  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑦相談支援事業所の役割と実  

際   系  

○相談支援事業所の活動の  

実際  

⑧身体障害者福祉法   ○ 身体障害者福祉法の概要  ・身体障害者福祉手帳、身体  

障害者福祉法に基づく措置  

・その他  

⑨知的障害者福祉法   ○ 知的障害者福祉法の概要  ・療育手帳、知的障害者福祉  

法に基づく措置  

・その他  

⑩精神保健及び精神障害者福  ○ 精神保健及び精神障害者福  ・精神保健福祉手帳、精神保  

祉に関する法律   祉に関する法律の概要   健及び精神障害者福祉に閲す  

る法律に基づく措置入院  

・その他  

⑪発達障害者支援法   ○ 発達障害者支援法の概要  ・発達障害者支援センターの  

役割  

・その他  

⑫障害者基本法   ○ 障害者基本法の概要  

⑬心神喪失等の状態で重大な  

他害行為を行った者の医療及  

び観察等に関する法律   び観察等に関する法律の概要  

⑭高齢者、障害者等の移動等  

の円滑世の促進に関する法律   

の概要  

43   



シラバスの内容  

．らい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

舌実態とこれを取り巻  （か児童・家庭の生活実態とこれ  ○ 児童・家庭の生活実態とこれ  ・少子化の進行   

需要（子育て、一人親  を取り巻く社会情勢、福祉需要  を取り巻く社会情勢   ・いじめ   

ヒび家庭内暴力（D．∨）  （一人親家庭、児童虐待及び家  ・少年犯罪   
こついて理解する。  庭内暴力（D．∨）、地域における  ・家庭の育児機能の低下  

子育て支援及び青少年育成の  ・その他  

Pl度の発展過程につ  ○ 児童・家庭の福祉需要（一人  ・児童・家庭の福祉需要の実態、  

親家庭、児童虐待、家庭内暴  一人親家庭の実態、児童虐待  
力（D．∨）、地域における子育て  の実態、家庭内暴力（D．∨）の  

いて理解する。  支援及び青少年育成の実態を  実態、地域における子育て支  

含む。）   援及び青少年育成の実態  

二おいて－必要となる児  

；や児童・家庭福祉に  

過程  こついて理解する。  過程  
③ 児童の定義と権利   ○ 児童の定義  

○ 児童の権利  

④児童福祉法   ○ 児童福祉法の概要   ・児童福祉法の目的、児童福祉  

施設の種類、里親制度、児童  

福祉制度に係る財源、児童福  

祉サ…ビスの最近の動向  

・その他  

⑤ 児童虐待の防止等に関する  ○ 児童虐待の防止等に関する  ・児童虐待防止法の目的、児童  

法律（児童虐待防止法）   法律の概要   虐待の定義、虐待予防の取リ  

組み、虐待発見時の対応  

・その他   

児童・家庭の生活  

く社会情勢、福祉  

家庭、児童虐待及  

の実態を含む。）l  

・児童・家庭福祉静  

いて理解する。  

・児童の権利につ  

相談援助活動に  

童・家庭福祉制度  

係る他の法制度l  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

（彰配偶者からの暴力の防止及  ○ 配偶者からの暴力の防止及  ・D．∨法の目的、D．∨の定義、  

び被害者の保護に関する法律  び被害者の保護に関する法律  家  
（D．∨法）   の概要   庭内暴力発見時の対応  

・その他  

⑦ 母子及び寡婦福祉法   ○ 母子及び寡婦福祉法の概要  ・母子寡婦福祉法の目的、母  

子寡婦福祉資金、母子福祉施  

設、母子寡婦福制度に係る財  

源、母子寡婦福祉サービスの  

最近の動向  

・その他  

⑧ 母子保健法   ○ 母子保健法の概要   ・母子保健法の目的、母子健  

康手帳、養育医療の種類、母  

子保健制度に係る財源、母子  

保健サービスの最近の動向  

・その他  

⑨児童手当法   ○ 児童手当法の概要   ■児童手当の種類、児童手当  

に係る財源、児童手当制度の  

最近の動向  

・その他  

（珍 児童扶養手当法   ○ 児童扶養手当法の概要   ・児童扶養手当の種類、児童  
扶養手当に係る財源、児童扶  
毒手当制度の最近の動向  

・その他  

⑪特別児童扶養手当等の支  ○ 特別児童扶養手当等の支  ・特別児童扶養手当の種類、  

給に関する法律   給に関する法律の概要   特別児童扶養手当に係る財源、  

特別児童扶養手当制度の最  

近の動向  

・その他  

⑫次世代育成支援対策推進  ○ 次世代育成支援対策推進  

法   法の概要   
5   



シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑬少子化社会対策基本法   ○少子化社会対策基本法の  

概要  

⑯売春防止法   0 売春防止法の概要   ・婦人相談所、婦人保護施設、  

婦人相談員  

・その他  

⑯児童・家庭福祉制度におけ  

る組織及び団休の役割と実際   

○ 都道府県の役割  

○ 家庭裁判所の役割  

○ 民生委員と児童委員の役割  

○児童・家庭福祉制度におけ  

る公私の役割関係  

⑯児童・家庭福祉制度におけ  

る専門職の役割と実際   ○家庭支援専門相談員の役  

割  

○ 医療関係者との連携   ・連携の方法  

・連携の実際  

・その他  

○ 教育関係者との連携   ・連携の方法  

・連携の実際  

・その他  

46  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑱児童相談所の役割と実際  ○ 児童相談所の組織体系  

○ 児童相談所と市町村の連携  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

碧の生活実態とこれを取リ  （D低所得階層の生活実態とこ  ○ 低所得者層の生活実態とこ  ・低所得者層の生活実態とこ   

跨、福祉需要とその実際に  れを取り巻く社会情勢、福祉需  れを取り巻く社会情勢、福祉需  れを取り巻く社会情勢、福祉需   

する。  要と実際   要   要の実態  

・その他  

舌動において必要となる生  ○ 生活保護費と保護率の動向  ・生活扶助、医療扶助、その他  
：や生活保護制度に係る他  の扶助等の動向  
ついて理解する。  

（∋ 生活保護制度   ○ 生活保護法の概要   ・生活保護法の目的、基本原  

プログラムの意義とその実  
理、保護の原則、保護の種類  

理解する。  
と内容、保護の実施機関と実  

施体制、保護の財源、保護施  

設の種類、被保護者の権利及  

び義務、生活保護の最近の動  

向  

・その他  

③生活保護制度における組織  

及び団体の役割と実際   ○ 都道府県の役割  

○ 市町村の役割  

○ ハローワークの役割  

④生活保護制度における専門  

職の役割と実際   ○ 査察指導員の役割  

⑤生活保護制度における多職  ○ 保健医療との連携   ・連携の方法  

種連携、ネットワーキングと実  ○労働施策との連携  ・連携の実際  

際  
・その他  

○その他の施策との連携  
4   

低所得階層  

巻く社会情勢  

ついて理解  

相談援助活  

活保護制度  

の法制度に  

自立支援プ  

際について   

シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

（参 福祉事務所の役割と実際  ○ 福祉事務所の組粒体系  

○ 福祉事務所の活動の実際  

（∋自立支援プログラムの意義  

と実際   ○自立支援プログラムの作成  

過程と方法  

○ 自立支援プログラムの実際  

（郵 低所得者対策   ○ 生活福祉資金の概要  

○低所得者に対する自立支援  

の実際  

○ 無料低績診療制度  

（勃 低所得者へ住宅政策   ○ 公営住宅  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動において必要となる医  ①医療保険制度   0 医療保険制度の概要   ・高額療養費制度の概要   
療保険制度（診療報酬に関する内容を  ○ 医療費に関する政策動向  ・その他   

理解する。   
含む。）や保健医療サービスについて   ②診療報酬  ○ 診療報酬制度の概要  ・多様な居住の場における在  

宅療養   

・保健医療サービスにおける専門職の  
・ターミナルケアを支援する診  

役割と実際、多職種協働について理解  
療報酬制虔  

する。  
・その他  

（卦保健医療サービスの概要  ○医療施設の概要  ・病院、特定機能病院、回復期  
○保健医療対策の概要  リハビリテーション病棟、地域  

医療支援病院、診療所  
・その他  

④保健医療サービスにおける  

専門職の役割と実際   ○インフォームドコンセントの  

意義と実際  

○ 保健師、看護師等の役割  

○作業療法士、理学療法士、  
言語聴覚士等の役割  

○医療ソーシャルワーカーの  
役割   務指針  

・その他  

⑤保健医療サービス関係者と  ○ 医師、保健師、看護師等と  ・連携の方法  
の連携と実際   の連携   ・連携の実際  

・医療チームアプローチの実際  
・その他  
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下顎   



シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動において必要となる各  ①雇用・就労の動向と労働施  ○ 雇用・就労の動向   ・労働市場の動向   

種の就労支援制度について理解する。  ・ライフスタイルに応じた多様な  

働き方  

・就労支援に係る組稔、団体及び専門   ・障害者の雇用・就労を取り巻   

取について理解する。  く情勢  

・その他  
・就労支援分野との連携について理解  

○ 労働法規の概要  
する。  

（∋就労支援制度の概要   ○生活保護制度における就労  

支援制度   ・社会適応訓練事業  
・自立支援プログラム  
・ハローワークの取組  

・その他  

○障害者福祉施策における就  

労支援制度   ・就労継続支援事業A型  
・就労継続支援事業B型  

・その他  

○ 障害者雇用施策の概要   ・障害者雇用率制度、職業リハ  
ビリテーションの実施体制等  

・その他  

（∋就労支援に係る組織、団体  

の役割と実際   ○市町村（福祉事務所）の役  

割  

52  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

○ハローワークの役割と活動の  

実際  

○ 職業リハビリテーション機関  ・ハローワークにおける障害者  

の役割と活動の実際   の職業相談・覇業紹介  

・地域障害者職業センターにお  
ける職業リハビリテーション  

・障害者就業・生活支援セン  

ターの取組  
・その他  

○障害福祉サービス事業所・  

障害者支援施設の役割  

④就労支援に係る専門職の  ○ 生活保護制度に係る専門職  ・現業員の役割  

役割と実際   の役割   ・その他  

○ 障害者福祉施策に係る専門  ・サービス管理責任者の役割  

職の役割   ・就労支援員の役割  

■その他  

○ 職業リハビリテーションに係  ・職場適応援助者（ジョブコー  

る専門職の役割   チ）  

・障害者職業カウンセラー  

・その他  

⑤就労支援分野との連携と実  ○ ハローワークとの連携（生活  ・生活保護制度におけるハロー  

際   保護制度関係）   ワwクとの連携の方法、連携の  
実際  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○ 障害者福祉施策との連携  ・障害福祉サービス事業所・障  

害者支援施設との連携の方法、  

連携の実際  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動と法（日本国憲法の基  （か相談援助活動と法（日本国  ○ 相談援助活動において想定  ・福祉サービスの利用と契約  
本原理、民法・行政法の理解を含む。）  憲法の基本原理、民法・行政  される法律問題   一 消費者被害と消費者保護  
との関わりについて理解する。  法の理解を含む。）との関わリ  ・自己破産  

・借家保証  
・相談援助活動において必要となる成  ・行政処分と不服申立   

年後見制度（後見人等の役割を含む。）  ・その他  

について理解する。  ○ 日本国憲法の基本原理の理  ・基本的人権の尊重   
解   ・その他  

・成年後見制度の実際について理解す  
る。  ○ 民法の理解   ・契約  

・不法行為   

・社会的排除や虐待などの権利侵害や  ・親族   

認知症などの日常生活上の支援が必  ・相続   

要な者に対する権利擁護活動の実際  ・その他  

について理解する。  ○ 行政法の理解   ・行政行為  
・行政事件手続  
・情報公開  
・その他  

○ 成年後見の概要   ・成年被後見人の行為能力  
・成年後見人の役割  
・その他  

○ 保佐の概要   ・被保佐人の行為能力  
■保佐人の役割  
・その他  

○ 補助の概要   ・補助人の役割  
・その他  

○ 任意後見  

○民法における親権や扶養の  
概要  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

（∋ 日常生活自立支援事業  ○ 日常生活自立支援事業の概  ・専門員の役割  

要   ・生活支援員の役割  
・日常生活自立支援事業の最  

近の動向  

・その他  

④ 成年後見制度利用支援事  ○ 成年後見制度利用支援事業  

業   の概要  

（9権利擁護に係る組織、団  

体の役割と実際   ○ 法務局の役割  

○ 市町村の役割（市町村申立）  

○ 弁護士の役割  

○ 司法書士の役割  

○ 社会福祉士の活動の実際  

○認知症を有する者への支援の  

実際  

○消費者被害を受けた者への  
対応の実際  

○被虐待児・者（高齢者を含  

む。）への対応の実際  

○アルコール等依存者への対応  

の実際  

○ 非行少年への対応の実際  

○ ホ…ムレスへの対応の実際  

○多問題重複ケースヘの対応  

の実際  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動において必要となる更  ○ 刑事司法の中の更生保護  

生保護制度について理解する。  

・更生保護を中心に、刑事司法・少年司  ○ 生活環境調整  

法分野で活動する組織、団体及び専門  ○ 仮釈放等  
特について理解する。  

○ 更生緊急保護  

・刑事司法・少年司法分野の他機関等  ○ 恩赦  

との連携の在り方について理解する。   
○ 被害者等支援  

○ 犯罪予防  

② 更生保護制度の担い手  

○ 更生保護施設  

○ 民間協力者  

○ 検察庁との連携  

○ 裁判所との連携  

○ 矯正施設との連携  

○就労支援機関・団体との連  

携  

○ 福祉機関・団体との連携  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

④ 医療観察制度の概要   ○ 生活環境調査  

○ 生活環境調整  

○ 精神保健観察  

○ 関係機関・団体との連携  
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○ 短期養成施設における教育力リキュラムについては、従来の福祉系大学等において   

基礎科目を修めて卒業した者に加えて、一定の実務経験を有する行政職や社会福祉主   
事を対象とするものであることから、実習・演習など、実践力の向上に重点を置いた教育   

力リキュラムとする。  
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Ⅱ 教員（実習・演習を除く。）  
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見直し案   現行   

虜行ど方リ   ○ 下表に定める数以上の専任教員を有すること。  

学生総定員の区分   専任教員数  

80人事で  3  

81人から200人まで  
3＋学年総定昌一80  叩  

201人以上  
一200  

学年絞忘■昌 6＋  叩  
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見直し案  

①短期養成施設の場合   

専任教員のうち1人は姓会壬昌並足助度盛鼠異姓  
捜会塵赴援助技後産習を、1人は社会鐘辿援助及   

鮭現象墓室過導を教授できる看であること。  

（ヨ 一般養成施設の場合   

専任教員のうち1人は社会福祉原論1豊△鬼址晶⊥  

隆呈暴追辿論異姓児童猛姓論を、］A怯姓会福迦  

援助妓術歳旦蛙社会塵姓援助足腰演豊圭ユ1人蛙   
社会福祉援助抜歯現場呈豊漁豊を数捜二王皇る畳で   

あること。  

①短期養成施設の場合   

専任教員のうち1人は短談援助の甥過と左i圭又は  
組巌援助演習を、1人は祖述援助美里遥導旦蛙撞  

談援助臭習を教授できる看であること。  

② 一般養成施設の場合   

専任教員のうち1人は現代社会と福祉ユ高齢畳に   

虻る支援と介護堤庚制度、β重量畳一三虻る支援と   

陸害者自立支援制度上児童や家庭！過する支援と   
温童二家庭福祉制度真」基底虎度量に虻る支援と生   
温保護制度を、1人は祖談援助の基盤と専門職、租   

助地温と去j圭淵鋸寅習を、1人は租   
言灸援助案習又は相談援助差置鎧導を教授できる看   

であること。  

（卦 原則として、教員は、1の社会福祉士養成施設等  
（1の社会福祉士養成施設等に2以上の課程がある   

場合は、1の課程）に限り、専任教員となるものである   

こと。  

③ 原則として、教員は、1の社会福祉士養成施設等  
（1の社会福祉士養成施設等に2以上の課程がある   

場合は、1の課程）に限り、専任教員となるものである   
こと。  
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○ 教員要件については、実践力の高い社会福祉士を養成する観点から、現行の教員要  
件を踏まえつつ、   
① 様々な福祉サービスの現場で実際に活動している社会福祉士を広く活用できるよう  

にすること   

② 従来管理職に限られていた国の行政機関又は地方公共団体の職員について、5  
年の実務経験があれば、管理職である（であった）か否かにかかわらず、教授できる  
ようにすること   

③「人体の構造と機能及び疾病」について、当該科目に関する研究領域を専攻した修  
士又は博士の学位を有する者も、教授できるようにすること  
といった見直しを行う。（その他の基準については、現行どおりとする。）  

【一般養成施設t短期養成施設共通】   
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り）見直し案の概要  

○ 新しい教育力リキュラムにおける科目ごとに、   

①当該科目を担当する大学等における教授、准教授、講師又は助教   

②当該科目の担当として3年以上の教育経験を有する専門学校の専任教員   

③当該科目に関する研究領域を専攻した修士又は博士の学位を有する者   

④当該科目に関する業務に5年以上の実務経験を有する国の行政機関又は地方公共団体  

の職員（経験者を含む。）   

⑤5年以上の実務経験を有する社会福祉士   

⑥医師   

⑦5年以上の実務経験を有する介護福祉士   

⑧5年以上の実務経験を有する看護師等   

のいずれかを満たす教員を確保しなければならないこととする。  
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当該科目を ロー′  当該科目の 担当として3  当該科剛こ 関する研究  ー当駿科目に′ 関する業務に  5年以上の   5年以上の  5年以上の  

（二法）科月名は全て仮称  
医師 ∴  

る教授 准   る四め行数機  有する社会  有する看護  有する介護  
ヽ′ 教授、講師  
又は助教   

師等   描祉士   

員   者   職員   

人体の構造と機能及び疾病  0  

心理学理論と心理的支援   0   0   ○  

社会理論と社会システム   0   0   0  

現代社会と福祉   0   0   0  

社会調査の基礎   0   ○   ○  

相談援助の基盤と専門職   0   0   0  

相談援助の理論と方法   0   0   ○  

地域福祉の理論と方法   0   0   ○   

福祉行財政と福祉計画   0   0   0   

福祉サービスの組織と経営   0   0   0  

社会保障   0   0   0  

高齢者に対する支援と介護保険制度   ○   0   0   0   0  

障害者に対する支援と障害者自立支援制度   0   0   0   0   0  

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度   0   0   0   0   

低所得者に対する支援と生活保護制度   0   0   0   0   

保健医療サービス   0   0   ○   ○   

就労支援サービス   0   0   （⊃   ○   

権利擁護と成年後見制度   （〕   0   0  0  

更生保護制度   ○   0   （）  0  
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